
 公募公告  

 

下記のとおり公告します。  

記  

１．公募を行う事項  

（１）対象    国家公務員宿舎田原住宅敷地の一部 

所在地  大分市大字田原１０２６のうち 

区分    土地 

数量   ２８８㎡（１８ｍ×１６ｍ） 

（２）用途   駐車場 

（３）使用形態 国有財産法第１８条第６項に基づく使用許可 

（４）使用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（５）使用料  財政法第９条第１項により有償 

（６）使用条件  国有財産使用許可書、公募に関する説明書のとおり 

 

２．公募に参加する者に必要な資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。  

（２）法人等（個人、法人または団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所の代表者、団

体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）ではないこと。 

（３）役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

している者ではないこと。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、も

しくは関与している者ではないこと。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。 

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 

（７）暴力団又は暴力団員及び(３)から(６)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。 

（８）租税滞納がないこと。  

（９）申込み時から過去５年以内に事業者及び事業者の役員が法令違反により刑事罰を受ける等の社会的信用失墜行為がないこと。  

（10）公募に関する説明書の交付を受けた者であること。 

 

３．公募に関する説明書の交付  

（１）交付期間 令和８年２月２４日から令和８年３月１２日まで（ただし土曜日・日曜日・祝日を除く） 

（２）交付時間 ８時３０分から１７時００分まで （ただし１２時００分から１３時００分を除く） 

なお、最終日の交付は、１２時００分まで 

（３）交付場所  大分市新川町２丁目１番３６号 大分合同庁舎３階  

九州財務局大分財務事務所管財課 

 

４．見積書の受付  

（１）受付期間 令和８年２月２４日から令和８年３月１２日まで （ただし土曜日・日曜日・祝日を除く） 

        ※「紙」により提出する。提出方法は持参又は 郵送（簡易書留郵便）により令和８年３月１２日までに必着のこと。 

（２）受付時間 ８時３０分から１７時００分まで （ただし１２時００分から１３時００分を除く） 

（３）受付場所 上記３．（３）交付場所に同じ 

 

５．使用を許可する者の決定  

（１）日時 令和８年３月１３日 １０時００分 

（２）場所 大分市新川町２丁目１番３６号 大分合同庁舎 ３階 会議室 

（３）使用料として当局が算定した額以上で最高の価格を見積書により提案した者に使用を許可する。 

 

６．見積書の無効 

公募参加に必要な資格のない者が提出した見積書、公募に関する説明書の条件に違反した見積書は無効とする。  

 

７．代金支払方法 

 当局歳入徴収官の発する納入告知書により指定期日までに納入するものとする。 

 

８．その他 

 使用に必要な造成費その他一切の費用は使用者の負担とする。 

 

以上公告する。  

令和８年２月２４日  

 

九州財務局大分財務事務所長 橋本和樹 


